
 

下関市多子世帯副食費軽減事業に係る副食費助成金交付要綱 

令和２年２月２７日 

改正 令和２年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、少子化対策として多子世帯における経済的負担の軽

減を図るため、対象児童が特定教育・保育施設に通所した場合に当該対

象児童の扶養義務者が支払うべき副食費に係る助成金の交付について、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、対象児童とは、次の各号のいずれにも該当す

る者をいう。 

(1)  当該年度の初日の前日における年齢が満２０歳に満たない者（以下

この号において「扶養児童」という。）が３人以上いる場合の小学校就

学前子ども（扶養児童のうち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。) 

(2)  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第２０条第１項の規定により、法第１９条第１項第２号に係る認

定を本市で受けた子ども（満３歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者を除く。） 

(3)  法第２７条第１項に規定する特定教育・保育又は法第２８条第１項

第３号に規定する特別利用教育を利用する小学校就学前子ども 

(4)  市町村民税所得割課税額（扶養児童の扶養義務者又は当該扶養義務

者と同一の世帯に属する者に係る所得割課税額の合計額をいう。）が 

９７,０００円未満の世帯に属する者 

２ この要綱において、副食費とは、対象児童の扶養義務者（以下「扶養

義務者」という。）が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府

令第３９号）第１３条第４項第３号の規定により支払うべき食事の提供

（副食の提供に限る。）に要する費用をいう。 

 



 

（対象者） 

第３条 市長は下関市内に住所を有する扶養義務者に対し、助成金を交付

する。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、多子世帯応援保育料等軽減事業費補助金交付要綱

（平成２７年６月５日付け平２７こども政策第９０号）別表４中の補助

基本額の範囲内で、市長が決定する。 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を申請しようとする扶養義務者は、市長が別に定め

る期日までに下関市多子世帯副食費軽減事業助成金交付申請書（様式第

１号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1)  特定教育・保育施設に支払った副食費の額を証する書類 

(2)  その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、その必要がないと認めたときは、

同項第 1 号に定める書類の申請書への添付を省略させることができる。 

（助成金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けた場合において、

その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、予算の範囲内にお

いて助成金の交付決定を行い、下関市多子世帯副食費軽減事業助成金交

付決定通知書（様式第２号）により、その旨を当該申請をした扶養義務

者に通知するものとする。 

２ 市長は、第１項の審査により、助成金の交付が適当でないと認めると

きは、助成金の交付を行わないものとし、その旨を当該申請をした扶養

義務者に通知するものとする。 

（決定の取消し等） 

第７条 市長は、前条第 1 項の規定による通知を受けた扶養義務者が偽り

その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は市長が助成金

を交付することが適当でないと認めたときは、助成金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 



 

２ 市長は、前項の規定により助成金の給付の決定を取り消した場合にお

いて、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を給付しているときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（検査等） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、扶養義務者に対し質問をし、

報告を求め、必要な指示をし、又は関係書類を検査することができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年２月２７日から施行し、令和元年１０月１日以後

の支払に係る副食費から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。



 

様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日  

 

（宛先）下関市長 

              申請者（扶養義務者） 

住 所                  

保護者氏名              印   

電 話 番 号      ―    ―      

 

下関市多子世帯副食費軽減事業助成金交付申請書 

 

     年度下関市多子世帯副食費軽減事業助成金の交付を受けたいので、下

関市多子世帯副食費軽減事業に係る副食費助成金交付要綱第５条の規定により、

関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

（申請に当たり同意していただく事項） 

１ 助成金交付決定に当たり、必要な範囲内で、申請者の税務情報等の公簿、通所先が有す

る学齢簿、徴収金台帳等を下関市が閲覧及び調査すること。 

２ 申請内容及び同意して得た情報を交付受給資格審査及び給付金額の算定のために下関市

が利用すること。 

３ この要綱に規定する内容を遵守すること。 

 

１ 対象児童 

氏 名 生年月日 通所施設 

（ふりがな） 

対象児童名 

 
・  ・ 

 

２ 世帯状況 
 

 

（
別
世
帯
の
同
居
人
を
含
む
。
） 

対

象

児

童

の

世

帯

員

 
（ふりがな） 

氏名 
続柄 生年月日 居住場所 

 父 ・  ・ 同・別 

 母 ・  ・ 同・別 

  ・  ・ 同・別 

  ・  ・ 同・別 

  ・  ・ 同・別 

  ・  ・ 同・別 

  ・  ・ 同・別 

 



 

３ 利用実績 

対象月 
副 食 費 

A 

基 準 額 

B 

副食費Aと基準額Bを 

比較して小さい額 

C 

４月 円 4,500円 円 

５月 円 4,500円 円 

６月 円 4,500円 円 

７月 円 4,500円 円 

８月 円 4,500円 円 

９月 円 4,500円 円 

１０月 円 4,500円 円 

１１月 円 4,500円 円 

１２月 円 4,500円 円 

１月 円 4,500円 円 

２月 円 4,500円 円 

３月 円 4,500円 円 

計 円 

助成金申請額 

（上記 C の合計×１/２） 
円 

 

４ 振込先 

金 融 機 関 名 
       銀  行       本 店 

       信用金庫       支 店 

種       別 １ 普通預金    ２ 当座預金 

口  座  番  号 
       

（フ リ ガ ナ） 

口 座 名 義 人 

 

 

※対象児童が複数いる場合は、児童１人につき、一部作成してください。 

※対象月の副食費の領収書を添えて、申請してください。 

 



 

様式第２号（第６条関係） 

   第    号  

   年（   年） 月  日  

 

 

 （宛先） 

 

 

下関市長        印  

 

 

下関市多子世帯副食費軽減事業助成金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました   年度下関市多子世帯副食

費軽減事業助成金を下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 園名 

２ 園児名 

３ 交付対象期間 

４ 交付決定額 

５ 備考 

 

 

 

 

 

 

 


